（様式５）
誓約書
令和　　年　　月　　日
湖北広域行政事務センター
　管理者　松居　雅人　様

　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名）
（共同企業体にあっては、企業体代表者の住所、　企業体の名称を記載すること）

私は、令和７年度第３１７号資源ごみ（ダンボール等）の収集及び運搬業務の入札参加資格申請にあたり、本誓約書の記載事項は事実と相違ないこと及び本案件の公告の入札参加資格要件を全て満たすことを誓約します。

記

１　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、その他関係法令、貴センター条例及び貴センター一般廃棄物処理計画を遵守します。

２　本業務の履行に必要な車両及び人員をセンターが指定する期日までに届出するとともに仕様書及び契約書を遵守します。

３　本業務を落札した場合は、貴センターから許可されている一般廃棄物（事業系可燃ごみ）　　収集運搬業を令和９年３月３１日を以て廃止（廃業）する届け出をセンターへ提出します。（入札参加資格申請時に当該許可を有している者のみ対象）

４　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号イからヌまでに規定する欠格要件には該当しません。

５　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定には該当しません。



（裏面あり）
　６　次の①から⑥の要件に該当する者ではありません。
　　　①　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者。
　　　②　暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。
　　　③　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者。
　　　④　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。
　　　⑤　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。
　⑥　営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められる者。

８　次の①から②の要件に該当する者ではありません。
①　会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続を開始する申立てをしている者。
②　民事再生法（平成11年法律第225号）の規定に基づく再生手続を開始する申立てをしている者。

９　受託業務を確実かつ誠実に自ら実施することを誓約します。

10  本誓約に反した場合は、貴センターのいかなる処置についてもこれに従うとともに、貴センターに対して、損害賠償請求その他一切の異議申立てを行いません。


